
未来へつなぐノートを書いてみませんか

飼い犬に対する狂犬病予防注射の接種期限は６月30日㈰です

『未来へつなぐノート』とは

犬・猫の飼い主が判別できるマイクロチップについて

犬や猫の飼い主の皆さんへ
問い合わせ　環境対策グループ（☎�２９５８）

問い合わせ　健康長寿グループ（☎�１０７５）

　狂犬病予防注射は、年１回の接種が法律で義務付けられています。動物病院で
の接種のほか、市内複数会場で獣医師による接種を受けられる『狂犬病予防集合
注射』も実施していますので、期限までの接種をお願いします。
実施日　６月８日㈯・９日㈰、15日㈯
※実施時間、場所など詳しくは市公式ウェブサイトをご確認ください。

　自身に何かあったときに備え、あなたと大切な人が、さまざまな
判断や手続きをスムーズに進めるために必要な情報を記しておくた
めのノートです。ノートに書くことで、情報や気持ちの整理ができ、
これからも続く人生を有意義に過ごすことができます。
　ノートへの記載を通じて、医療や介護が必要になったときに、住
み慣れた地域であなたらしい暮らしを最後まで続けられる手助けと
なれば幸いです。

配布場所　�健康長寿グループ、鷲別支所、登別支所
※�自宅への郵送も対応しています。郵送を希望する方は、健康長寿
グループまでご連絡ください。

注意事項　
・・遺言書のような法的効力はありません
・・医療や介護の方針を決定するものではありません
・・個人情報が含まれていますので、保管場所には注意してください

　データでの記入を希望する方は、市公式ウェブサイトにＷ
ワード

ｏｒｄ
形式のデータを掲載していますのでご活用ください。

○新たに犬や猫を購入する方
　�　ブリーダーやペットショップなどで販売される犬
や猫には令和４年６月からマイクロチップが装着さ
れていますが、マイクロチップの飼い主情報を変更
する必要があります。
○すでに犬や猫を飼っている方
　�　すでに飼っている犬や猫へのマイクロチップの装
着は義務ではありませんが、装着すると、犬や猫が
迷子になった場合に飼い主の元へ戻る可能性が高ま
ります。装着するように努めましょう。

○�マイクロチップが装着された犬や猫を譲り
受けた方、飼い犬や猫に新たにマイクロチ
ップを装着した方

　�　マイクロチップの飼い主情報を登録（変
更）する必要があります。

※�詳しくは環境省ウェブサイトをご確認くだ
さい。
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https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2024011000017/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2024042500036/
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2024042500036/
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html
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